
阿賀野市告示第６４号 

 阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。 

  令和４年３月３１日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善   

 

阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の一部を改正する

要綱 

阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱（令和元年阿賀野市告

示第１４号）の一部を次のように改正する。 

第３条に次の１項を加える。 

２ 前項の世帯の申請において、１８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、１８

歳未満の世帯員１人につき３０万円を加算する。 

第１号様式を次のように改める。 
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第１号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の阿賀野市移住・就業支援事業における移住支援補助金交付要綱の規定は、

令和４年４月１日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者は、なお従前の例

による。 


